
令
和
元
年
九
月
三
十
日

一

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

令

和

元

年

号

外

　

　

九

月

三

十

日

（　月 曜 日　）

目
　
　
　
　
　
　
　
次

　
　
　
　
　
　
　
警

察

本

部

訓

令

大
分
県
警
察
の
監
察
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
警

察

本

部

訓

令

三
四

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
九
州
凸
版
印
刷
株
式
会
社
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

1
1
号

警
　

察
　

本
　

部
　

警
　

察
　

学
　

校
　

警
　

　
察

　
　

署
　

　
大

分
県

警
察

の
監

察
に

関
す

る
訓

令
（

平
成

1
4
年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
甲

第
８

号
）

の
一

部
を

次
の

よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

令
和

元
年

９
月

3
0
日

大
分

県
警

察
本

部
長

　
石

　
川

　
泰

　
三

　

　
第

２
条

を
次

の
よ

う
に

改
め

る
。

　
（

監
察

実
施

者
）

第
 ２

条
　

監
察

は
、

警
務

部
参

事
官

兼
首

席
監

察
官

（
以

下
「

首
席

監
察

官
」

と
い

う
。

）
、

警
務

部
監

察

課
長

（
以

下
「

監
察

課
長

」
と

い
う

。
）

、
警

務
部

監
察

課
監

察
官

及
び

警
務

部
監

察
課

以
外

の
警

察
本

部
の

課
（

所
、

隊
及

び
室

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

又
は

警
察

学
校

（
以

下
「

学
校

」
と

い
う

。
）

に
勤

務
す

る
警

視
又

は
警

部
の

階
級

（
同

相
当

職
を

含
む

。
）

に
あ

る
職

員
の

う
ち

か
ら

警
察

本
部

長
（

以
下

「
本

部
長

」
と

い
う

。
）

が
監

察
官

と
し

て
兼

務
す

る
こ

と
を

命
じ

た
者

（
以

下
「

兼
務

監
察

官
」

と
い

う
。

）
に

よ
り

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

２
 　

兼
務

監
察

官
は

、
首

席
監

察
官

及
び

監
察

課
長

の
指

揮
監

督
を

受
け

、
所

属
す

る
警

察
本

部
の

部
若

し

く
は

課
又

は
学

校
の

分
掌

事
務

に
関

し
て

、
監

察
に

従
事

す
る

も
の

と
す

る
。

３
 　

第
１

項
に

規
定

す
る

者
は

、
監

察
を

実
施

す
る

に
当

た
っ

て
必

要
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

は
、

警
察

本

部
又

は
学

校
の

職
員

に
監

察
の

補
佐

を
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

　
第

９
条

を
第

1
1
条

と
し

、
第

８
条

を
第

1
0
条

と
す

る
。

　
第

７
条

中
「

第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
者

」
を

「
首

席
監

察
官

及
び

監
察

課
長

」
に

改
め

、
同

条
を

第

８
条

と
し

、
同

条
の

次
に

次
の

１
条

を
加

え
る

。

　
（

監
察

へ
の

協
力

）

第
 ９

条
　

監
察

の
対

象
と

な
る

所
属

の
長

は
、

監
察

を
実

施
す

る
上

で
参

考
と

な
る

事
項

に
つ

い
て

、
監

察

課
長

に
連

絡
し

、
監

察
が

円
滑

か
つ

適
正

に
行

わ
れ

る
よ

う
協

力
す

る
も

の
と

す
る

。

　
第

６
条

の
次

に
次

の
１

条
を

加
え

る
。

　
（

秘
密

の
厳

守
）

第
 ７

条
　

監
察

に
現

に
従

事
し

、
又

は
か

つ
て

従
事

し
た

者
は

、
監

察
に

従
事

す
る

に
当

た
り

知
り

得
た

事

項
に

つ
い

て
、

秘
密

を
厳

守
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
第

1
1
条

の
次

に
次

の
１

条
を

加
え

る
。

　
（

監
察

官
会

議
）

第
 1
2
条

　
首

席
監

察
官

は
、

必
要

に
応

じ
て

監
察

官
会

議
を

開
催

し
、

監
察

の
実

施
そ

の
他

の
事

項
に

つ
い

て
協

議
を

行
い

、
調

整
を

図
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
附

　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
令

和
元

年
９

月
3
0
日

か
ら

施
行

す
る

。


